
 
 
 
 

 

 
 

 警備業法が施行されました昭和４７年１１月１日を記念日といた

しまして、近畿２府４県の社団法人警備業協会の連合会（近畿地区

警備業協会連合会）では、毎年１１月１日を、「警備の日」と設定し、

「安全」で「安心」なまちづくりに貢献する警備業を目指しており

ます。 

 今年は、各県の名所旧跡や防災訓練の様子の写真を掲載いたしま

した啓発ポスターを作成いたしました。 

 「安全」と「安心」をサポートさせていただきます警備業と警備

業協会にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 


